
有効期限は大丈夫ですか？
あなたの宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証） 宅建業免許更新、

提出期間経過で　免許失効！免許失効！
免許権者への
提出期間は

免許満了日の90日前から30日前まで
（協会経由：100日前から50日前まで）

検 索県への申請・届出のご案内は、埼玉県建築安全課HPから！ 埼玉県庁HPの
トップページにアクセス 埼玉県 宅建業

更新のための講習会は有効期限満了日の6ヵ月前から受
講が可能です。講習日は表紙裏でご確認ください
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１．我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任をもって社会に貢献する。
１．我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるよう常に人格と専門的知識の向上に努める。
１．我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。
１．我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。
１．我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力によって業界秩序の
　　確立と組織の団結に努める。

公益社団法人　全国宅地建物取引業協会連合会　／　公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会

埼玉県宅建協会会員は倫理綱領を遵守し誠実かつ公正な業務の遂行に努めています

　我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、ここに倫理綱領を制定し、
その実践を通して、国民の信託にこたえることを誓うものである。

あなたの宅地建物取引士証、有効期限は大丈夫ですか？　法定講習会は有効期間満了日の６カ月前から受講できます。

宅地建物取引士証の交付・更新に必要な法定講習会は、広い会場とゆとりのある座席で快適に過ごせる宅建協会でご受講ください。
講習会のお申込みは先着順で定員になり次第締切となります。協会本部と１６支部でお申込み頂けます。お早めにお手続きを。

宅地建物取引士証の交付・更新に必要な法定講習会の受講は宅建協会で！

倫 理 綱 領

宅地建物取引士法定講習会のお知らせ宅地建物取引士法定講習会のお知らせ宅地建物取引士法定講習会のお知らせ

①印鑑（認印）　
②カラー顔写真３枚（縦３㎝×横２.４㎝の６ヶ月以内に撮影した同一の証明用カラー写真、パスポート及び運転免許証の基準を準用）
　※埼玉県宅建会館１階ロビーに写真機を設置しています。本部でのお申込みの際には是非ご利用ください。
③現在お持ちの宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）
④現金１６,５００円 ＜内訳：受講料１２,０００円、宅地建物取引士証交付手数料（埼玉県収入証紙代）４,５００円＞

　宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）や宅建業免許の更新時には、是非宅建協会
本部の窓口で「埼玉県証紙」をお買い求めください。

埼玉県証紙販売していますサンプルサンプル

講習時間講習時間

（終了予定）9：30～16：50
埼玉県宅建会館講習会場講習会場

さいたま市浦和区東高砂町６－１５　ＪＲ浦和駅東口徒歩約５分

お問い合せお問い合せ 本部事務局　会員事業課

048－811－1830

平成２８年 10 19�9 14� 10 5� 11 16�

講習会申込に必要なもの講習会申込に必要なもの
下記①～④をお持ちの上、本会の本部または支部
事務局窓口にてお手続きをお願いします。

12 21�

　宅建協会が運営する「ハトマークサイト埼玉」なら、
一人暮らし物件からファミリー物件、ペット可物件な
ど、こだわり物件が見つかります。さらに、店舗をお探
しの方は、サイト内の商店街専門「あきんどっとこむ」
もチェックしてみてください！

埼玉の不動産は

ハトマークサイト

で検索！

完全スマホ
対応！
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平成２８－２９年度

会長就任挨拶

員」「行政」のみんながWIN－WINになる関係を

築き上げることであります。

　最後に『アクション』です。「組織の飛躍」に

は、変化を恐れず、協会の理念を守り、時代の

流れをしっかり見極めて、変えるべきことは勇

気と信念をもって変革・行動することです。第

一歩として、宅建政治連盟の会長は業協会会長

と分離し、政策への働きかけを強化してまいり

ます。また、宅建協同組合は会員支援サービス

を充実し、２,５００組合員を目指します。

　本会は、平成２９年度に創立５０周年を迎えま

す。歴代の役職員が築き上げてきました「信頼

のハトマークブランド」「人材」「ビジネスパー

トナー」を活性化し、全力投球で希望と活力に

あふれる埼玉県宅建協会を作り上げてまいりま

すので、会員の皆さま、そして埼玉県民の皆さ

まのご理解とご支援を心よりお願い申し上げた

いと思います。

　結びに、皆さまのご健勝とますますのご発展

をお祈り申し上げましてご挨拶とさせていただ

きます。

　会員の皆さま、そして埼玉県民の皆さま、日

頃は協会運営へ格別のご高配を賜り厚く御礼申

し上げます。

　このたび、平成２８－２９年度の会長へ就任をい

たしましたご挨拶も兼ねて、会務に対する私の

抱負などを皆さまへお伝え申し上げたいと思い

ます。

　さて、不動産業界は民法改正、空き家対策、

民泊問題など大きな変化の流れの中にありま

す。また、人口減少、少子高齢化は不動産業を

変えるような影響を与え始めています。

　このような中、私たちは臨機応変に対処し、

行動をして、事業の継続発展を進めなければな

りません。さらに、埼玉県宅建協会としては、

業界の健全な発展と消費者保護に取り組むとと

もに、会員の立場に立って「役に立つ」か「役

に立たない」かを正しく判断し、協会事業活動

を実践し、その結果、会員の皆さまにとりまし

て、宅建業務の「役に立つ」「会員で良かった」と

実感していただける協会でなくてはならないと

考えます。

　私は、会長就任に当たり３つのスローガン

『クリーン』『ビジョン』そして『アクション』

を提言し、役職員の皆さまと共に実践してまい

ります。

　はじめに『クリーン』は「組織の姿勢」です。

透明性の高い民主的な開かれた協会運営、宅建

業界のコンプライアンス重視と品位・品格の向

上、人材育成を行います。

　つぎに『ビジョン』です。「協会が目指す理想

の姿」を「ハトマークグループ埼玉宅建版ビジ

ョン」で示し、１０年後２０年後の未来に向けて、

公益社団法人として社会貢献と、「生活者」「会

石塚選挙管理委員長より当選証書を
授与される内山会長

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会
公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部

３つのスローガンをかかげます

会長・本部長 内 山 俊 夫
「クリーン！　ビジョン！　アクション！」
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（
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内
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俊
夫
（
埼
玉
北
支
部
）

（業）専務理事・（保）専任幹事

飯田　成寿（越谷支部）

（業）副専務理事・（保）副専任幹事

奥山　寛（埼玉西部支部）

（業）副専務理事・（保）副専任幹事

松島　義浩（さいたま浦和支部）

（業）副専務理事・（保）副専任幹事

富田　満（埼玉北支部）

（業）副会長・（保）副本部長

５０周年記念式典特別委員長

堀野　眞孝（埼葛支部）

（業）副会長・（保）副本部長

臼井　章（大宮支部）

（業）副会長・（保）副本部長

江原　貞治（本庄支部）

（業）副会長・（保）副本部長

組織改革特別委員長・綱紀

委員長・（保）除名審査委員長

藤永　博（所沢支部）

（業）副会長・（保）副本部長

滝沢　豊広（川口支部）

（業・保）法令遵守委員長

河野　淳二（彩央支部）

情報提供委員長

鳥山　勉（南彩支部）

宅地建物取引士法定講習委員長

榎本　隆雄（埼玉東支部）

総務財務委員長

渡邉　勝久（さいたま浦和支部）

消費者相談委員長

奥冨　浩（彩西支部）

（業・保）広報啓発委員長

松�　久雄（秩父支部）

業務支援委員長

鈴木　光浩（北埼支部）

（保）総務財務委員長

荒井　一昌（県南支部）

（保）苦情解決委員長

大野　善典（越谷支部）

（業）常務理事・（保）常任幹事

山口　徳行（埼玉西部支部）

（業）常務理事・（保）常任幹事

内田　茂（埼玉北支部）

（業）常務理事・（保）常任幹事

澤田　一人（大宮支部）

（業）常務理事・（保）常任幹事

三輪　昭彦（埼葛支部）

平成２８－２９年度

新役員のご紹介新役員のご紹介
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平成２８－２９年度

理事・監事（業協会） 幹事・監査業協会）　幹事・監査（保証協会）理事・監事（業協会）　幹事・監査（保証協会）

理 事 ・ 幹 事：６２名
支部名会　社　名氏　名役　職

埼 玉 北㈱エー・アンド・エム内山　俊夫（業）会 長
（保）本部長

所 沢
〔支部長〕㈱アイビーホーム藤永　　博（業）副 会 長

（保）副本部長
埼 葛
〔支部長〕㈱丸吉住宅センター堀野　眞孝

大 宮
〔支部長〕㈲ウスイ企画臼井　　章

本 庄
〔支部長〕日新ハウジング㈱江原　貞治

川 口
〔支部長〕㈱滝沢土地建物滝沢　豊広

越 谷
〔支部長〕飯田観光開発㈱飯田　成寿（業）専務理事

（保）専任幹事

埼玉西部セントラル総合住宅㈱奥山　　寛（業）副専務理事
（保）副専任幹事

さいたま
浦 和㈱ライトアップ松島　義浩

埼 玉 北熊谷中央不動産㈱富田　　満

さいたま浦和
〔支部長〕ジャパン・ナビゲーション㈱渡邉　勝久（業）常務理事

（保）常任幹事
彩 央
〔支部長〕㈲カワホーム河野　淳二

南 彩
〔支部長〕㈱山福不動産鳥山　　勉

埼 玉 東
〔支部長〕㈲榎本商事榎本　隆雄

秩 父
〔支部長〕㈱松�住宅産業松�　久雄

彩 西
〔支部長〕㈱三幸奥冨　　浩

北 埼
〔支部長〕加須不動産鈴木　光浩

県 南
〔支部長〕㈱産経建設荒井　一昌

越 谷㈲オオノホーム大野　善典

埼 葛㈲三輪興産三輪　昭彦

埼玉西部
〔支部長〕㈲山善山口　徳行

埼 玉 北
〔支部長〕㈲アシストホームうちだ内田　　茂

大 宮㈲二水澤田　一人

支部名会　社　名氏　名役　職

川 口㈱タカハシエステート�橋　明賢（業）理 事
（保）幹 事 ㈲�橋不動産高橋風美子

㈲松葉商事松浦　慎弥

南 彩㈱あすま不動産遊馬　幸義

㈲不動産勝栄早舩　勝二

㈲愛ホームズ松村けい子

さいたま
浦 和

㈱ロータス岡 崎　 徹

㈱関東建装関塚　輝樹

イハシ不動産コンサルティング㈱井橋亜希子

㈱大和不動産小山陽一郎

大 宮芝間産業日進土地芝間　　衛

小林住宅小林　忠男

豊栄建設工業㈱豊田　　茂

永光建設㈱渡邉　健一

彩 央共栄土地建設㈱佐藤　泰彦

㈱エーティーホームズ秋山　　誠

㈱アシスト竹中　一夫

埼 玉 北㈲ネクストホーム木村　伸雄

埼 玉 東㈲ヨシダ吉田　準一

東邦不動産㈲鈴木　邦男

㈱草加不動産木村　忠義

越 谷㈱レクスターリビング石森　久晴

㈲小林不動産小林　　勝

埼 葛㈱井草井草　正司

㈱藍新森田　浩実

松永住宅㈱松永　兼治

北 埼山勝不動産山本　榮治

県 南福島土地㈱福島　　衛

㈱光陽川端　　登

埼玉西部㈱パートナー住宅流通依田　博光

荒川不動産荒川　幸夫

横田建設㈱横田　　等

船津不動産㈲船津　輝佳

サンライズホーム㈱須澤　賢二

㈲内野不動産内野　雅光

所 沢㈲田辺総合センター田邊　清春

㈲明正地所布山　正明

彩 西高麗川不動産㈱齋藤　忠芳

新和商事㈱岡田　英幸

支部名会　社　名氏　名役　職

川 口松永不動産松永　好夫（業）監 事
（保）監 査 南 彩㈲聖建設針谷　康正

大 宮国際観光興業㈱河野　見義

埼 玉 東拱同不動産㈲宗像　健慈

支部名会　社　名氏　名役　職

北 埼㈲井上土地建物長谷川恒夫（業）監 事
（保）監 査 県 南カインドネス㈱木内　光一

埼玉西部真野住設栃木　軍司

監 事 ・ 監 査：７名
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総務財務委員会
渡邉　勝久（さいたま浦和）委 員 長

秋山　　誠（彩　　央）小林　　勝（越　　谷）副 委 員 長
樋口　幸雄（大　　宮）木本　伸治（川　　口）委 員
川端　　登（県　　南）松永　兼治（埼　　葛）
三浦　夏枝（彩　　西）村田　　保（埼玉西部）

藤永　　博（所　　沢）担当副会長
奥山　　寛（埼玉西部）担当副専務理事

平成２８－２９年度 委員会（業協会・保証協会）

業務支援委員会
鈴木　光浩（北　　埼）委 員 長

木村　忠義（埼　玉　東）早舩　勝二（南　　彩）副 委 員 長
中村　　守（越　　谷）松本　邦義（本　　庄）委 員
並木　厚海（県　　南）三城　貴広（埼　　葛）
澁谷　　守（彩　　西）荒川　幸夫（埼玉西部）

滝沢　豊広（川　　口）担当副会長
富田　　満（埼　玉　北）担当副専務理事

消費者相談委員会
奥冨　　浩（彩　　西）委 員 長

�橋　明賢（川　　口）小林　忠男（大　　宮）副 委 員 長
岡崎　　徹（さいたま浦和）安藤　哲也（南　　彩）委 員
邑田　一夫（埼　　葛）池永　幸生（埼　玉　東）
飯沼　哲夫（埼玉西部）江森　康記（北　　埼）

江原　貞治（本　　庄）担当副会長
富田　　満（埼　玉　北）担当副専務理事

組織改革特別委員会
藤永　　博（所　　沢）委 員 長

江原　貞治（本　　庄）臼井　　章（大　　宮）副 委 員 長
滝沢　豊広（川　　口）堀野　眞孝（埼　　葛）委 員
荒井　一昌（県　　南）渡邉　勝久（さいたま浦和）
鳥山　　勉（南　　彩）山口　徳行（埼玉西部）
奥冨　　浩（彩　　西）河野　淳二（彩　　央）

奥山　　寛（埼玉西部）担当副専務理事

（業・保）法令遵守委員会
河野　淳二（彩　　央）委 員 長

松浦　慎弥（川　　口）森田　浩実（埼　　葛）副 委 員 長
江泉　隆志（大　　宮）蓮沼　祐一（さいたま浦和）委 員
内田　昌史（県　　南）鈴木　邦男（埼　玉　東）
室岡　誠治（所　　沢）浅見　隆広（埼玉西部）

臼井　　章（大　　宮）担当副会長
松島　義浩（さいたま浦和）担当副専務理事

５０周年記念式典特別委員会
堀野　眞孝（埼　　葛）委 員 長

滝沢　豊広（川　　口）藤永　　博（所　　沢）副 委 員 長
江原　貞治（本　　庄）臼井　　章（大　　宮）委 員
山口　徳行（埼玉西部）渡邉　勝久（さいたま浦和）
内田　　茂（埼　玉　北）榎本　隆雄（埼　玉　東）

澤田　一人（大　　宮）
松島　義浩（さいたま浦和）奥山　　寛（埼玉西部）担当副専務理事

富田　　満（埼　玉　北）

宅地建物取引士法定講習委員会
榎本　隆雄（埼　玉　東）委 員 長

関塚　輝樹（さいたま浦和）須澤　賢二（埼玉西部）副 委 員 長
奥墨　常治（南　　彩）高橋風美子（川　　口）委 員
町田富士雄（彩　　央）渡邉　健一（大　　宮）
小玉　和彦（埼　　葛）石森　久晴（越　　谷）

江原　貞治（本　　庄）担当副会長
富田　　満（埼　玉　北）担当副専務理事

綱紀委員会
藤永　　博（所　　沢）委 員 長
堀野　眞孝（埼　　葛）副 委 員 長

臼井　　章（大　　宮）内山　俊夫（埼　玉　北）委 員
滝沢　豊広（川　　口）江原　貞治（本　　庄）

情報提供委員会
鳥山　　勉（南　　彩）委 員 長

船津　輝佳（埼玉西部）小山陽一郎（さいたま浦和）副 委 員 長
鶴岡　　渉（大　　宮）山室　幸夫（川　　口）委 員
酒井　　毅（埼　玉　北）水石　　通（彩　　央）
鎌田　清久（埼　　葛）小勝　元貴（埼　玉　東）

堀野　眞孝（埼　　葛）担当副会長
松島　義浩（さいたま浦和）担当副専務理事

（保）総務財務委員会
荒井　一昌（県　　南）委 員 長
岡田　英幸（彩　　西）副 委 員 長

沼田　彰史（大　　宮）矢島　　健（川　　口）委 員
依田　博光（埼玉西部）川島　　豊（埼　玉　北）

井上　　敏（秩　　父）
堀野　眞孝（埼　　葛）担当副本部長
松島　義浩（さいたま浦和）担当副専任幹事

（保）苦情解決委員会
大野　善典（越　　谷）委 員 長

横田　　等（埼玉西部）豊田　　茂（大　　宮）副 委 員 長
田中　敏博（南　　彩）篠田　清次（川　　口）委 員
高橋　久雄（彩　　央）市川　淳平（さいたま浦和）
岡川　拓之（所　　沢）市角　力哉（埼　　葛）

藤永　　博（所　　沢）担当副本部長
奥山　　寛（埼玉西部）担当副専任幹事

（保）除名審査委員会
藤永　　博（所　　沢）委 員 長
堀野　眞孝（埼　　葛）副 委 員 長

臼井　　章（大　　宮）内山　俊夫（埼　玉　北）委 員
滝沢　豊広（川　　口）江原　貞治（本　　庄）

（業・保）広報啓発委員会
松�　久雄（秩　　父）委 員 長
井草　正司（埼　　葛）副 委 員 長

大和田　武（大　　宮）加賀�彰人（さいたま浦和）委 員
新居　榮一（本　　庄）野村　数夫（埼　玉　北）

内野　雅光（埼玉西部）
滝沢　豊広（川　　口）担当副会長
奥山　　寛（埼玉西部）担当副専務理事
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原油換算量
［�］

二酸化炭素
削減量

［kg-CO2］

総交流
電力量
［kW/h］

計測期間
平成２７年４月１日～
平成２８年３月３１日

7581,0503,338４月

1,0571,4644,655５月

7521,0423,313６月

7711,0683,397７月

6649202,926８月

5898162,596９月

7421,0283,267１０月

4676472,056１１月

5898172,596１２月

6629172,916１月

6889543,032２月

5337382,347３月

8,27211,46036,438積算値

8,83812,24938,942昨年度実測値

93.6％対昨年度実績値の到達率

埼玉県宅建会館　太陽光発電システム　発電状況

事会」を開催しました。
　宅建協会理事会において
は、全宅連派遣役員など、
５項目に亘って報告が行わ
れました。さらに、平成２８
・２９年度における各種委員
や顧問・相談役の案など、
２項目に亘って慎重な審議
が行われ、全議案可決承認
されました。
　保証協会幹事会においては、全宅保証派遣役員・代議
員について報告が行われました。また、平成２８・２９年度
における各種委員の案について慎重な審議が行われ、全
議案可決承認されました。
　当日は、新理事・監事に対する「理事・監事研修会」

も開催されました。講演形式
の研修スタイルで、顧問弁護
士の�川様より「公益社団法
人の理事・監事の役割と責任」
と「民法改正について」のテ
ーマでご講演いただきまし
た。さらに、奥山副専務理事
より「ハトマークグループビ

　６月２１日、埼玉県宅建会館３階「研修ホール」におい
て、理事５８名出席のもと、「平成２８年度第３回理事会・幹

ジョンについて」、埼玉弁護士会民事介入暴力対策委員
会の矢部様と大里様より、「民事介入暴力対策について」
のテーマでご講演をいただきました。

　太陽光発電システムは、無尽蔵のエネルギーである太
陽光を活用し、地球温暖化の原因とされている二酸化炭
素（CO2）を排出しないクリーンな発電方法です。年々深
刻化するエネルギー資源問題の有力な解決策のひとつと
して普及が進むとともに、災害対策としても注目されて
います。
　本会では「CO2削減による地球温暖化防止のための意
識・啓発」事業として、「埼玉県宅建会館」屋上に太陽光

発電システムを
設置していま
す。当会館１階
では発電状況な
どをモニター表
示しています。
ご来館の際には
ぜひご覧くださ
い。

埼玉県宅建会館「太陽光発電システム」　平成２７年度　発電報告

平成２７年度実績

――　理事・監事研修会を同日開催理事・監事研修会を同日開催　――　理事・監事研修会を同日開催　―
開催報告第３回理事会・幹事会開催報告

顧問弁護士　�川先生

内山会長

ハトたまも登場！

宅建協会　議題

／熊本地震の災害見舞金について／ハトたまのゆるキャラグラ
ンプリ投票の協力について

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会派遣役員
・運営協議員について／関係団体派遣役員について／
非業務執行理事等について／協会の会議日程について

報告
事項

平成２８・２９年度各種委員（案）承認に関する件／平成
２８・２９年度顧問・相談役（案）承認に関する件

審議
事項

保証協会　議題

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会派遣役員・
代議員について

報告
事項

平成２８・２９年度各種委員（案）承認に関する件審議
事項
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詐欺的勧誘を受けて土地建物を売却した
高齢者の売買契約が公序良俗に反して
無効であるとされた事例

最近の判例から

公序良俗違反と売買契約無効

一般財団法人 不動産適正取引推進機構 発行　「RETIO」No.99より抜粋

（写真はイメージです）

（１）　売買契約の意思の不存在について
　Ｘは、平成２５年６月２８日に認知症の診断を受け
ているものの、同日の診断によれば発症時期は不
明であり、Ｘが同年５月３日に自宅で転倒して後
頭部を強く打ち付ける事故に遭っていること等に
鑑みると、本件売買契約締結時にどの程度判断能
力が低下していたかはどうかは明らかでなく、他
にＸに本件売買契約を締結する意思がなかったこ
とを認めるに足りる証拠はない。Ｘは、本件契約
書に自ら署名・押印し、登記手続に必要な書類を
用意するなどしており、Ｘに本件売買契約を締結
する意思がなかったとは認められない。　

（２）　錯誤無効について
　本件契約書によれば、同契約に基づく分割金は
月額３万円と記載されている。平成２５年２～５月
分の現実の支払額は３万円又は５万円であり、１０
万円よりはるかに低額であったが、Ｘは、領収書
を交付しており、Ｎ社やその代表者に対して苦情
を申出た形跡はない。以上からすれば、Ｘが本件
売買契約により月額２０万円を受領できると認識し
たものと認めるには足りないというべきである。

（３）　公序良俗違反について
　本件契約書によれば、売買代金総額は「３６万円」
とされているものの、代金は毎月３万円ずつ合計
１１９回に分けて支払うとされており、合計すると
３５７万円となる。しかし、３５７万円との金額を前提
としても、本件土地建物の固定資産税評価額は合
計１,１８８万３,０３０円であり、固定資産税評価額の３
割程度しかなく、都内２３区内にある土地建物の売
買価格としては著しく低廉であるというべきであ

�

　本件は、都内A区に土地と建物（以下「本件土地
建物」という。）を所有していた８７歳の原告Ｘ（以下
「Ｘ」という。）が、Ｎ社から、同社に対して本件土
地建物を売却すれば、その代金として毎月１０万円
を、また、生活保護として毎月５万円をそれぞれ受
領することができ、その他にも３万円、併せて１か
月に２０万円ほど受領することができ、しかも死ぬま
で本件土地建物に居住することが可能である旨の説
明及び勧誘を受け、平成２５年２月２１日、同社との間
で本件土地建物の売買契約（以下「本件売買契約」
という。）を締結したものの、その後、同社から毎月
１０万円の支払いはなく、本件土地建物については、
Ｘから、Ｎ社と代表者が同じである被告Ｙ１社（以
下「Ｙ１」という。）に所有権移転登記が経由された
後、被告Ｙ２社（以下「Ｙ２」という。）へと転売さ
れ、所有権移転登記がされたことから、ＸはＹ２か
らいつ明渡を請求されてもおかしくない状況に置か
れているとして、Ｎ社との上記売買契約は錯誤によ
り無効であるなどと主張、Ｙ１及びＹ２に対し、本
件土地建物の所有権に基づき、登記の抹消を請求し
たものである。
�

　裁判所は次のとおり判示して、Ｘの請求を認容し
た。
１．本件売買契約の効力について

 １　事案の概要

 ２　判決の要旨
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　一人暮らしの高齢者（87歳）が、居住中の土地・建物を売却する代わりに、毎月、分割

代金や生活保護費などを受領して、死ぬまで当該建物に居住することができるなどと勧誘

されて締結した土地建物売買契約の無効を訴えた事案において、当該売買契約が公序良俗

に反して無効とされた事例

（東京地裁　平成27年１月14日判決　認容　判例時報2250号29頁）

（写真はイメージです）（写真はイメージです）（写真はイメージです）

用いた上で上記のような内容の契約を締結させた
ものであると認められるから、本件売買契約は、
公序良俗に反し無効と評価されるべきである。

２．民法９４条２項類推適用について
　Ｙ２は平成２５年４月、Ｙ１より本件土地建物を
７５０万円で購入したが、同年８月１６日付で購入契約
を解除している。同解除により契約は遡及的に無効
になっているのであるから、Ｙ２は本件売買契約の
効力につき利害関係を有する第三者に当たらない。
よって、Ｙ２は民法９４条２項類推適用によって保護
され得る第三者には該当しない。
３．結論
　以上のとおり、本件売買契約は公序良俗に反する
ものとして無効であり、かつ、Ｙ２は民法９４条２項
類推適用により保護されるとのＹ２の主張を採用す
ることはできないから、所有権に基づく妨害排除請
求としての本件各請求はいずれも理由がある。
�

　本件取引は、詐欺的な勧誘によって、高齢者が所
有し居住する土地建物の所有権を取得して、転売益
を得ようとした不正・不当な取引であり、公序良俗
に反するとして、売買契約自体を無効とした本判決
は妥当なものと評価できよう。
　高齢者を狙った原野商法の二次被害も絶えない状
況にあるが、本件は、都内２３区内の居住用不動産を
狙ったものとして悪質性はさらに高いものであり、
本件判決が同様な事案の再発防止につながることを
望みたい。

 ３　まとめ

る。
　Ｘは本件売買契約締結当時８７歳の高齢であり、
同契約の締結４か月後に認知症の診断を受けてい
ることに加え、本件売買契約書は、売買代金総額
がいくらか、毎月３万円の支払いがいつまでされ
るのかなど必ずしもはっきりしない不十分なもの
であるにもかかわらず、Ｘが署名・押印をするに
あたり異議を述べた形跡もないことからすると、
本件売買契約締結当時、Ｘの判断能力は一定程度
は低下していたものと推測される。とすれば、Ｘ
は本件売買契約がＸにとって不利なものであった
ことを正確には理解していなかったものと認めら
れる。
　本件売買契約締結後、Ｎ社はＹ１に所有権移転
登記後、同契約からわずか２か月弱後にＹ２に転
売し、しかもその際、本件売買契約においてはＸ
が本件土地建物を引き渡すべき時期は平成３４年２
月２１日とされているにもかかわらず、平成２５年８
月９日までにＸを退去させた上、本件土地建物を
Ｙ２に明け渡す旨合意書を作成している。このよ
うな経緯に照らすと、Ｎ社代表者は、Ｘに対して
本件土地建物に永住できる旨説明していたにもか
かわらず、当初よりそのような意図を有していな
かったことが強く疑われる。
　以上によれば、本件売買契約は、代金額が著し
く低廉である一方、Ｘにとってはリスクの非常に
大きい内容のものであり、高齢であり判断能力の
低下していたＸに対して、不確実な見通しに基づ
いた説明をし、また、生活保護等の受給について
誤導的な説明をするなど詐欺的ともいえる言辞を
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　本会は、消費者の皆様に安心して不動産取引を行ってい

ただくことを目的として、不動産の無料相談所を開設して

います。不動産取引に関して、お困りごとや悩み事がござ

いましたら、左記の「不動産無料相談所」へご連絡くださ

い。本会が委嘱した相談員がご相談に応じます。お気軽に

ご相談ください。

毎週開催

埼玉県宅建会館２階
（さいたま市浦和区東高砂町６－１５）

会場

家や土地に関して知りたいこと、困ったこと、
トラブルなど不動産取引に関することなら

（公社）埼玉県宅建協会HP

（年末年始・祝日 休）

午前　１０　時　～　午後　３　時　
（昼休み　正午～午後１時）

来所または電話

ご利用ください

※予約はおこなっておりません。

TEL：048－811－1818

借りるとき 貸すとき

買うとき 売るとき

宅建協
会の

水 金月 曜日

埼玉宅建　相談 検 索

不動産無料相談を

次回は「売買契約書の一般的な項目とポイントの詳細」について学びます

　不動産の売買契約は、高額な資産を対象とした大き
な取引ですので、一般的には、契約書を作成して取り
交わします。また、宅地建物取引業法でも、不動産会
社（宅地建物取引業者）に対し、契約が成立したら遅

ポイント１ 売買契約書の一般的な項目とポイント

　売買契約の一般的な項目とそのチェックポイントは以下の通りです。次回、各項目の詳細を見ていきます。
（個別の契約によって取り決めの内容と確認するポイントが変わりますので留意してください。）

滞なく契約内容を記載した書面を、宅地建物取引士に記名押印させた上で交付することを義務づけています。
　ここでは、売買契約書で確認すべき一般的なポイントを説明します。もちろん、確認すべき事項はこれだけで
はありませんので、疑問点があれば、不動産会社に「完全に納得できるまで」確認するようにしましょう。

売買契約書の一般的な項目とポイント

売買契約の流れを知る

ポイント１

ポイント２

売るときに知っておきたいこと

不動産基礎知識不動産基礎知識 消費者
誌上セミナー
消費者
誌上セミナー

売買契約を結ぶ　「売買契約のチェックポイント」

（１）売買物件の表示
（２）売買代金、手付金等の額、支払日
（３）土地の実測及び土地代金の精算
（４）所有権の移転と引き渡し
（５）付帯設備等の引き継ぎ
（６）負担の消除
（７）公租公課等の精算

（８）手付解除
（９）引き渡し前の物件の滅失・毀損（危険負担）
（１０）契約違反による解除
（１１）反社会的勢力の排除
（１２）ローン特約
（１３）瑕疵担保責任

不動産ジャパン　ホームページより転載

　不動産ジャパン　基礎知識 検 索
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弁護士による不動産法律相談会　利用上の注意事項等
①相談内容は、不動産取引の法律的な諸問題に限り、一般消費者
及び本会会員が無料で利用できます。相談時間３０分において弁
護士が面接し、助言や回答を行います。相談中の録音撮影を一
切禁じます。

②予約申し込みは、相談日の１ヶ月前から受付し、次回以降の予
約は１ヶ月間お受けできません。予約をキャンセルする場合
は、必ず相談日前日の午後３時までにお電話でご連絡くださ
い。連絡なしにキャンセルされた方は、相談されたものとみな
し、次回以降の予約は３ヶ月間お受けできません。

③訴訟中及び調停中、法令・公序良俗に反するもの、宅地建物取
引業法第６４条の５第１項の規定に基づく苦情を申し出た相談・

同法第６４条の８第２項の規定に基づく認証を申し出た相談につ
いては、予約申し込みを受け付けません。また相談にも回答で
きません。
④交通機関の不通、本会及び弁護士のやむを得ない事情等により
中止する場合があります。また理由の如何を問わず、予約した
時間内で相談対応を終了とさせていただきます。

免責事項
　　回答の利用等については、相談者の自己責任においてご利用
下さい。利用によって相談者又は第三者に生じたいかなる損害
についても、相談者がその全ての責任を負うものとします。

平成２８年 ◆会　　場：埼玉県宅建会館
◆費　　用：無料（相談時間は各自３０分間です）
◆開催時間：午前１０時から午後３時まで

（正午～午後１時を除く）

　宅建協会では弁護士による不動産法律相談会
を無料で開催しています。なお、大変混み合う
ことが予想されますので、誠に勝手ながら全日
程とも予約制とさせて頂きます。予約等の詳細
は右記へ直接ご連絡下さい。

弁護士による不動産法律相談会開催のお知らせ弁護士による不動産法律相談会開催のお知らせ弁護士による不動産法律相談会開催のお知らせ

お問い合わせは
保証業務課まで

TEL：048－811－1868

／８ 木４

／１６８ 火

今回のテーマ　『物件の内容・取引条件等に係る表示基準①』

広告物等のご質問は、公益社団法人　首都圏不動産公正取引協議会（TEL.　０３－３２６１－３８１１）まで

不動産広告相談・違反事例不動産広告相談・違反事例
公益社団法人　首都圏不動産公正取引協議会　ホームページより抜粋

法律ワンポイント法律ワンポイント

Ａ
場合等）を大きく受けるためです。

　具体的には、客観性を担保するため道路距離を記

載した上で、実際の走行にかかる時間を記載するこ

とになります。（例：「自動車で１５分（８km）」）。

　なお、測定に際しては、当然ながら制限速度など

交通法規等を遵守して行う必要があります。

　表示規約の規定の中には、徒歩による

所要時間を除いて「１分○メートル」と

いった算出基準はありません。これは、

徒歩に比べ、自動車や自転車の場合は、走行する環

境による影響（例えば、渋滞が慢性化している駅前

を走行する場合とほとんど渋滞のない街を走行する

Ａ
　表示する際には、バス路線のダイヤグラム（運行

表）による時間を、バス会社に確認して表示してく

ださい。

　バスの所要時間については、徒歩所要

時間と異なり、具体的な表示基準はあり

ません。

バスによる所要時間の算出基準は？Ｑ

自動車や自転車による所要時間の算出基準は？Ｑ
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宅建業法をはじめ関係法令や、宅建業実務のお役立ち情報、地域に根ざした営業活動に役立つ
大切な情報をまとめてお届けします。

業業界界注注目目イインンフフォォ

「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」成立について

　第１９０回　通常国会に提出されていた「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」について、平成２８年５

月２７日に国会にて可決成立し、６月３日に公布されました。主な改正内容は下記のとおりとなります。

＜本会からのお知らせ＞

（１）既存建物取引時の情報提供の充実

　次の３点を宅建業者に義務付ける。

①媒介契約締結時に、インスペクション業者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者へ交付するこ

と。

　②重要事項説明時に、買主等に対しインスペクションの結果の概要等を説明すること。

　③売買契約の成立時に、建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付すること。
　

（２）消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上

　①営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外する。

　②事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課する。

宅建業実務

平成２８年度　多子世帯向け中古住宅取得・リフォーム支援事業
補助金申請　受付中

　埼玉県では、多子世帯を対象（下記条件参照）に中古住宅の取得・リフォーム工事に伴う諸経費（登記、

住宅ローンに要する費用、仲介手数料等）を助成します。補助金額は最大５０万円で、先着順で受け付けます。

　詳しくは、住宅課ホームページ（下記参照）をご覧ください。

＜埼玉県からのお知らせ＞

＜対象＞
①１８歳未満の子（１８歳になった日の属する年度の３月３１日までの子
及び母子手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。）が３人以
上の世帯
②夫婦ともに４０歳未満（４０歳になった日の属する年度の３月３１日ま
での方を含む。）かつ３人目を希望する１８歳未満の子（１８歳になっ
た日の属する年度の３月３１日までの子を含む。）が２人の世帯

お問合せ先：埼玉県住宅課　TEL．０４８－８３０－５５６３

ホームページ：埼玉県ＨＰ総合トップ　≫　くらし・環境　≫　住宅　≫　支援・補助　≫　
　　　　　　　埼玉県多子世帯向け中古住宅取得・リフォーム支援事業のご案内

業法改正

※本法の施行期日は、上記（１）については「公布の日から２年」、（２）については「公布の日から１年」
とされていますが、確定次第ご案内させていただきます。

主な改正内容
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＜埼玉県・埼玉県警からのお知らせ＞

■　犯罪拠点の疑いがあるときは警察へ情報提供
　管理物件に不審者が多数出入りするなど、犯
罪拠点等に使用されている疑いがある場合
は、警察へご連絡ください。

■　入居者に対する振り込め詐欺の注意喚起
　高齢者など詐欺のターゲットとなりやすい入
居者への注意喚起や、近隣の不審者情報など
に関する通報協力依頼など情報収集に努めて
ください。

＜埼玉県からのお知らせ＞

産業廃棄物不法投棄１１０番：
TEL．０１２０－５３０－３８４（フリーダイヤル・２４時間受付）
　「ごみをみはるよ」
（埼玉県　環境部　産業廃棄物指導課）

　本会では、埼玉県と「廃棄物不法投棄の情報提供に関する協定」を締結し、本会会員を通じて不法投棄の

通報を行う活動を行っています。

　埼玉県内の津々浦々で営業活動を行う宅建業者による“地域を見張る”監視の目は、毎年多数の通報につ

ながっています。

会員の方へ

不法投棄現場発見時の通報に
ご協力をお願いします

　会員の皆様および従業者の皆様が、営業活動など

の際に、不法投棄現場を発見した場合には、下記フ

リーダイヤルまで通報頂けますようご協力のほど、

宜しくお願いします。

関連情報

「不法投棄」や「野外焼却」には
重罰が科せられます

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律により「不法

投棄」と「野外焼却」は禁止されています。

　不法投棄は、「５年以下の懲役又は１千万円以下

の罰金、又はこれを併科」とされています。さらに、

法人の場合には「３億円」の罰金となります。

　屋外で廃棄物を燃やす「野外焼却」は、「３年以下

の懲役又は３００万円以下の罰金、又はこれを併科」と

されています。

　埼玉県内における振り込め詐欺の被害が多発し、

平成２７年中の特殊詐欺など被害額は３４億円を突破

し、過去最悪の被害額になる勢いとなっています。

家族を心配する気持ちや不安を利用した卑劣な犯罪

を断じて許すことはできません。

　本会では、埼玉県と埼玉県警本部と協力し、振り

込め詐欺の撲滅に向けた活動を行っています。会員

の皆さまにおかれましては、右欄にご注意いただ

き、振り込め詐欺を撲滅に向けてご協力をお願いし

ます。

会員の方へ

不審者発見時の通報協力を
お願いします

　会員の皆さまにおかれましては、次の点にご注意

いただき、振り込め詐欺を撲滅に向けてご協力をお

願いします。

廃棄物不法投棄の通報制度にご協力を

環境対策・地域社会貢献

防犯対策

管理物件など特殊詐欺への悪用防止にご協力ください
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研修済証
2016保証

宅地建物取引業法第64条の６に基づく宅地建物取引業に関する研修

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 埼玉本部内閣総理
大臣認定

刷新された研修受講証　（天地９０㎜×左右２００㎜）

震災時における民間賃貸住宅提供事業

＜お問合せ先＞
・経審について：
埼玉県　県土整備部　建設管理課
　　　　　　　　　　TEL．０４８－８３０－５１８３
・入審について：
埼玉県　総務部　入札審査課
　　　　　　　　　　TEL．０４８－８３０－５７７１

「協力会員」へのご登録のお願い

宅建業者法定研修会「研修受講証」改訂のお知らせ
＜本会からのお知らせ＞

　平成２８年度より、宅建業者法定研修会の「研修受講証」（研修ステッカー）は、従来の「宅マーク」を基調

としたものから「ハトマーク」をデザインしたものに改訂されます。

　本受講証は公益社団法人である本会が、法令改正に関する情報やトラブル回避に役立つ知識を盛り込んだ

「宅地建物取引業法第６４条の６に基づく宅地建物取引業に関する研修」の受講を証明するものです。

　刷新されたデザインでは、広く社会的に認知されている宅建協会シンボルマーク「ハトマーク」をあしら

宅建業実務

った印象的なデザインとなり、

衆目を集めるよう作られまし

た。

　会員の皆様におかれまして

は、本研修会を積極的に受講

し、交付された研修受講証を事

務所に掲示することで消費者の

信頼醸成にお役立てください。

宅建業実務・災害対策

＜本会からのお知らせ＞

　本会では、埼玉県と「震災時における民間賃貸住

宅の提供に関する協定」を締結しています。この制

度は発災時に県が民間賃貸住宅を借り上げ、被災者

に使用貸借するものです。

　本制度は、本会の重要な公益事業のひとつとして

位置づけられており、県民に対して非常時の住宅を

提供することで社会貢献を果たしてまいります。

会員の方へ　本制度の「協力会員」へのご登録をお

願いします

　震災発生時には埼玉県より、協定締結団体である

本会を通じて「協力会員」として登録された宅建業

者の方に対して、利用可能な賃貸住宅などの情報提

供依頼があります。提供して頂いた賃貸住宅は借り

上げの対象となります。

関連情報　建設業を営む会員の方へ

　「震災時における民間賃貸住宅の提供に関する協

定」へ会員登録を頂きますと、埼玉県発注の公共工

事における「経営事項審査（建設　管理課）」及び

「入札参加資格審査（入札審査課）」の加点措置がご

ざいます。

＜宅地建物取引業法より抜粋＞
（従業者の教育）　
第三十一条の二　宅地建物取引業者は、その従業者に対し、
その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努
めなければならない。

　なお、宅地建物取引業法３１条の２（右
記参照）では従業者の教育について努力
義務が課せられており、本研修会を会員
の従業者教育の機会としてもご活用いた
だけます。

　平成２８年度　宅建業者法定研修会の開催日時などの詳細は、次月号および協会ホームページにおいてご案内いたします。
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埼玉県宅建協会・全宅保証会員の皆様へ

会費の納付はお済みですか？
　平成２８年度会費請求につきましては、所属支部からご案内しておりますが、既に納付期限（６月末日）
を経過していますので、まだ会費を納付されていない場合は至急納付をお願いします。

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会 年会費 ５７,６００円
公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会 年会費 ６,０００円

○上記会費は主たる事務所（正会員）の年会費、従たる事務所（準会員）については１ヶ所につき同額
の年会費となります。

○４月１日に所属する会員は６月末日までに年会費を全額納付しなければなりません。
○会費は年会費のため、期中退会、期中支店閉鎖の場合であっても年会費の全額納付が必要となります。

ご
注
意

お問合せ先：０４８－８１１－１８６８（保証業務課）

宅建業実務

レインズ「取引状況の補足」欄への記載義務について
＜公益財団法人　東日本不動産流通機構からのお知らせ＞

＜物件登録画面＞

　レインズに登録した専属専任・専任媒介契約の売
物件は、必ず取引状況を明示することと、条件や変
更原因が発生した際、「取引状況の補足」欄に日付等
を具体的に明示することが、規程およびレインズ利
用ガイドラインで定められています。
　取引情報に変更が発生したときは、（原則として
売主に確認の上で）発生の翌日から２日以内（休業

日を除く）に「取引状況の補足」欄（下図太枠部）
へ必要事項を記載してください。この規程・ガイド
ラインに反する場合は、是正勧告や処分の対象にな
りますのでご注意下さい。
　詳しくは、レインズＩＰ型ホームページのメイン
メニュー上部にある「規程・ガイドライン」に掲載
されていますのでご確認をお願いします。

取引状況の補足欄　記載例取引状況の補足欄取引状況事　　例

「売主都合で土・日の午前中の
み案内可」

条件の内容を具体的に明示「公開中」
①売主から紹介の条件が付
けられている場合

「購入申込み書面受領日：平成
○年○月○日」

書面を受領した日付を明示
「公開中」→「書面による
購入申込みあり」に変更

②購入申込み書面を受領し
た場合

「購入申込み破棄受付日：平成
○年○月○日」

破棄を受け付けた日付を明示
「書面による購入申込みあ
り」→「公開中」に変更

③購入申込みが破棄された
場合

「売主が○○により平成○年
○月○日まで紹介停止、売主
申し出日：平成○年○月○日」

具体的な内容や期間、売主か
らの意向の申し出を受付けた
日付を明示

「公開中」→「売主都合で
一時紹介停止中」に変更

④売主から申し出を受け、
売主の都合により紹介を
一時停止する場合

＜取引状況の補足欄　記載例＞

『レインズコールセンター』をご利用下さい。
TEL．０５７０－０１－４５０６（ナビダイヤル、平日９：００～１８：００　※土日祝除く）

レインズ操作方法に
関するお問合せ
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　二日目は、蓬ヒュッテから「 七 ツ
なな つ

    小  屋  山 １,６７４.７ｍ」へ
ご や やま

登り、「清水峠１,５０４ｍ」・「ジャンクションピーク」を経
て「朝日岳１,９４５ｍ」に登り、「 大 

おお

 烏  帽 子   １,９３４ｍ」・「笠ケ
え ぼ し

岳１,８５２.１ｍ」・「 白  毛  門 １,７２０ｍ」・「松ノ木ノ頭１,４８４m」へ
しら が もん

下り、登山口へ戻る１０時間以上のコースです。
　この登山は、第１回目（平成２６年７月）は仲間三人で
「蓬ヒュッテ」に予約していました。前日に仲間二人が夏
風邪を患い欠席となったので、私は一応登山口まで行っ
て山の状況を確認してから判断することにして早朝出発
しました。登山口で蓬ヒュッテに連絡すると、「現在の
天気は曇り・昨日の雷雨で予約者全員がキャンセルした」
とご主人。「大丈夫だから来たら」と励まされ決行しまし
た。二日目は水
の大切さを思い
知った遭難一歩
手前の登山だっ
たように思える
山行でした。
　翌月の第２回
目（平成２６年８
月）は仲間も回
復し、１度目の
失敗を繰り返すことなく、楽しく辛い谷川岳馬蹄型縦走
登山を無事に完歩いたしました。

�

　私は、食糧事情が乏しい昭和２１年に生を受けました。
虚弱児童で「運動を控えろ」とか、楽しい山登りの遠足
へ行けば、「臼井は登山口で待っていろ」と言われたりし
ました。そういう環境で次第に卑屈になり、「辛い運動
はしない！」とずる賢くなり義務教育を終えました。高
校生活の後半、男子校の友人たちとグループを作り、奥
武蔵の山々にハイキングを楽しむようになったのが登山
の原点と思います。
　今では２匹の愛犬に毎日の散歩で鍛えられ、月に１～
２回のペースで登山を実行しております。

虚弱児童だった幼少時代

�

　私が登山を始めたのは高校生時代で、当時ハイキング
ブームがありました。
　奥武蔵のハイキングコースの山頂付近は、今の高尾山
の山頂のように沢山のお店があって軽食等も販売してお
り、若い男女や同級生同士の軽いデート場のようなハイ
キングでした。（コンビニが無く、家からおむすびを持参
しても糸を引いて半分腐ったようになる。コンビニが増
えるのと比例して山の店が減少していったように思う。）
　ハイキングブームも去り、私も社会人となり、やがて
結婚し子供を授かり、夏休みのキャンプ登山会を毎年家
族行事として実行していました。（昭和６０年８月に御巣
鷹山航空機事故が起きるまでの間。）目的地は奥秩父の名
峰「 金  峰  山 」で、麓にある 廻  目  平 キャンプ場が宿泊地で

きん ぷ さん まわり め だいら

した。その後、平成３年９月に旧友に誘われ、台風余波
の中、びしょ濡れになりながら「日光白根山」に登りま
した。その後飽きることなく登山を続けております。

�

　今回は２年前に
登った「 谷  川  岳  馬 

たに がわ だけ ば

 蹄  形  縦  走  登  山 」を
てい がた じゅう そう と ざん

ご紹介しようと思
います。谷川岳馬
蹄形縦走登山と
は、谷川岳をはじ
めとする数々のピ
ークを踏んで縦走

する周回コースで、 湯  檜  曽  川 源流域をぐるりとラウンド
ゆ び そ がわ

するように馬蹄形になっていることから、その名が付け
られています。
　一日目は、登山口から天神平へ、そこから「谷川岳」
（「トマの耳」１,９６３.２ｍ・「オキの耳」１,９７７ｍ）に登り、
続いて「 一  ノ  倉  岳 」１,９７４.２ｍ・「 茂  倉  岳 」１,９７７.９ｍ・「 武 

いち の くら だけ しげ くら だけ ぶ

 能  岳 」１,７９５.６ｍの各ピークを経て、その日の宿泊地とな
のう だけ

る「 蓬 ヒュッテ」までの約６～７時間のコースです。
よもぎ

ハイキングブームの最中にはじめた登山

谷川岳馬蹄形縦走登山にチャレンジ

私の登山

私の宝私の宝私の宝
会員交流のページ 

険しい尾根道を行く

大宮支部
今回は、

幻想的な蓬ヒュッテ

有限会社ウスイ企画

臼井　章 さんの投稿です
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埼玉宅建
青 年

レ ディ ス
・ スススススススススススススススススススススススススススススススススス

各支部における青年部会・レディス部会の活動を紹介します。
北埼支部

平成２８年

５月の 
活動紹介

◆川口支部
■青年部

西川口安心安全パト
ロール

活動内容

５月２０日（金）開 催 日
西川口駅周辺にて防
犯パトロール。

開催内容

◆さいたま浦和支部
■青年部

防犯パトロール活動内容
５月１０日（火）開 催 日
支部事務局周辺にて防犯パトロール。終了後、総会
を開催。

開催内容

◆大宮支部
■青年部会

防犯パトロール活動内容
５月１９日（木）開 催 日
宮原駅周辺にて防犯パトロール。終了後、勉強会。開催内容

◆彩央支部
■青年部

①防犯パトロール
②支部合同ゴルフコンペ・交流会

活動内容

①５月２４日（火）　
②５月１７日（火）
　　　１８日（水）

開 催 日

①鴻巣駅周辺にて防
犯パトロール。
②福島県いわき市方
面にてゴルフコン
ペを開催。

開催内容

◆埼玉北支部
■青年部

空き家の利活用の促進活動活動内容
５月１０日（火）開 催 日
深谷市役所（都市整備部建築住宅課）にて、支部長、
情報提供委員長、青年部長が出席し、空き家バンク
関係事業の協議。専用のぼりを受領。

開催内容

◆本庄支部
■青年部・レディス部

ロードサポート活動活動内容
５月２３日（月）開 催 日
市道１３８号線の清掃活動。開催内容

◆埼玉東支部
■青年部・レディス部

①研修会打合せ会
②研修会打合せ会、研修会・懇親会
③青年部交流ゴルフ大会

活動内容

①５月１３日（金）
②５月２０日（金）
③５月１７日（火）・１８日（水）

開 催 日

①支部事務所にて研修会打合せ会を開催。
②草加市アコス会議室ＡＢにて研修会を開催。終了
後に懇親会を開催。
・テーマ：「住まいを守れ！シロアリの生態と対策」
・講　師：㈱エコパウダー専務取締役　齋藤武史様
・参加者：部員１８名
③埼葛支部主催宅建協会青年部交流ゴルフ大会へ参加。

開催内容

◆越谷支部
■青年部会

５支部合同交流ゴルフ大会活動内容
５月１７日（火）・１８日（水）開 催 日
５支部（大宮・彩央・埼玉東・越谷・埼葛）合同交
流ゴルフ大会を「小名浜オーシャンホテル＆ゴルフ
クラブ」にて開催。

開催内容

◆埼葛支部
■青年部

５支部合同交流ゴルフ大会（越谷支部参照）。活動内容

◆北埼支部
■青年部

青年部ゴルフ大会・懇親会活動内容
５月２４日（火）開 催 日
青年部ゴルフ大会・懇親会を「オリムピック・スタ
ッフ都賀GC」にて開催。終了後、「加須にゅーとん
ひで」にて懇親会を開催。

開催内容

◆県南支部
■青年部

防犯パトロール・意見交換会活動内容
５月９日（月）開 催 日
志木駅付近にて防犯パトロール。終了後、意見交換
会を開催。

開催内容

◆埼玉西部支部
■青年部

業務支援委員会・青年部会活動内容
５月２６日（木）開 催 日
青年部会員研修会（会員ゴルフ大会等）について。開催内容







ついに今年、「ゆるキャラ®グランプリ2016」への参加
が決まりました！

少しでも多くの方に、わたしと宅建協会を知って頂け

たら嬉しいです♪

投票は、下記方法でどなたでも参加できます。

みなさん、ハトたまへのご投票と応援をお願いします！

※決選投票は11月5日（土）・6日（日）

7月22日（金）10時から

投票開始

投票方法

10月24日（月）18時まで

投票終了

投票ページへのアクセス方法
ゆるキャラグランプリ：
全国のご当地キャラクターが人気を
競うイベントで、市民によるインタ
ーネット投票でグランプリを決め
る。自治体用の枠である「ご当地ゆ
るキャラ」枠と「企業・その他 ゆ
るキャラ」枠の２枠に分かれて順位
を競う。ハトたまは「企業・その他 
ゆるキャラ」枠で参加中！

各端末から
公式サイトに
アクセス

IDを登録する
（※初回のみ）

発行された IDで
ログインする

１日１回
投票ができます

ID

●埼玉県宅建協会HPの投票用バナーからアクセス！
●右のバーコードを読み取って直接アクセス！
●ゆるキャラⓇグランプリ公式HPで「ハトたま」と検索！

●お持ちのメールアドレスで
投票用IDを作成し、投票を
行うことが出来ます。
●パソコン・スマートフォン・
ケータイ・タブレットで投
票できます。
●お一人につき1日1回投票
することができます。

参加決定！！

ハトたま
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